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日本企業社債ファンド2021-03
（愛称：円フォーカス 2021-03）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。
当ファンドは、日本企業が発行する円建

ての社債（劣後債を含みます。）に投資する
ことにより、安定した収益の確保と信託財産
の着実な成長をめざしております。当作成期
につきましてもそれに沿った運用を行ないま
した。ここに、運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、

お願い申し上げます。

◇TUZ0344120230322◇

運用報告書（全体版）
第 2期

（決算日　2023年 3 月22日）
（作成対象期間　2022年 3 月23日～2023年 3 月22日）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 単位型投信／国内／債券
信託期間 2021年 3 月22日～2028年 3 月21日

運用方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
をめざして運用を行ないます。

主要投資
対 象 日本企業が発行する円建て社債

株 式
組入制限 純資産総額の10％以下

分配方針

分配対象額は、元本超過額または経費控除後
の配当等収益のうちいずれか多い額とし、原
則として、信託財産の成長に資することを目
的に、配当等収益の中から基準価額の水準等
を勘案して分配金額を決定します。ただし、
配当等収益が少額の場合には、分配を行なわ
ないことがあります。



日本企業社債ファンド2021-03

 設定以来の運用実績

決　　算　　期
基 準 価 額

受益者
利回り

公 社 債
組入比率

債券先物
比　　率

元　本
残存率（分配落） 税　込

分配金
期　中
騰落額

期　中
騰落率

円 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ 
設　定（2021年 3 月22日） 10, 000 ― ― ― ― ― ― 100. 0 
1 期末（2022年 3 月22日） 10, 024 0 24 0. 2 0. 2 99. 4 ― 97. 8 
2 期末（2023年 3 月22日） 9, 912 0 △ 112 △ 1. 1 △  0. 4 99. 4 ― 94. 6 

（注 1）基準価額の騰落額および騰落率は分配金込み。
（注 2）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注 3）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
（注 4）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。
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■基準価額・騰落率
期　首：10, 024円
期　末： 9, 912円（分配金 0円）
騰落率：△1. 1％（分配金込み）
■基準価額の主な変動要因

主として日本企業が発行する円建ての社債（劣後債を含みます。）に投資した結果、利息収入が
プラス要因となったものの、債券価格の下落がマイナス要因になり、基準価額は下落しました。く
わしくは「投資環境について」をご参照ください。

基準価額等の推移について 

運用経過

＊ 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。
＊ 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドも
あります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
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（2022. 3. 22）
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基準価額（左軸）　　　　分配金再投資基準価額（左軸）　　　　純資産総額（右軸）

（注）分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
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 年　　月　　日
基　　準　　価　　額

公社債組入比率 債券先物比率
騰　落　率

円 ％ ％ ％ 
（期首）2022年 3 月22日 10, 024 ― 99. 4 ―

3 月末 10, 012 △ 0. 1 99. 4 ―
4 月末 10, 014 △ 0. 1 99. 3 ―
5 月末 10, 010 △ 0. 1 99. 5 ―
6 月末 9, 974 △ 0. 5 99. 8 ―
7 月末 10, 003 △ 0. 2 97. 8 ―
8 月末 9, 978 △ 0. 5 97. 9 ―
9 月末 9, 942 △ 0. 8 98. 0 ―
10月末 9, 948 △ 0. 8 98. 1 ―
11月末 9, 906 △ 1. 2 98. 1 ―
12月末 9, 824 △ 2. 0 99. 3 ―

2023年 1 月末 9, 848 △ 1. 8 99. 4 ―
2 月末 9, 860 △ 1. 6 99. 5 ―

（期末）2023年 3 月22日 9, 912 △ 1. 1 99. 4 ―
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

3



日本企業社債ファンド2021-03

■国内債券市況
社債金利は上昇（債券価格は下落）しました。
国内債券市況は、当作成期首より、世界的なインフレ懸念などが金利上昇要因となりましたが、
日銀が大規模な金融緩和の継続姿勢を強く示したこともあり、国債金利はおおむね横ばいでの推移
が続きました。2022年12月後半以降は、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことを受けて、国
債金利は上昇しました。
国債金利の上昇などを背景に、社債金利も上昇しました。

投資環境について （2022. 3. 23 ～ 2023. 3. 22）

前作成期末における「今後の運用方針」

日本企業が発行する円建て社債の中から、相対的に利回りの高い劣後債を組み入れました。銘柄選
定にあたっては、発行体の信用リスクに加えて、繰上償還延期や利払い繰り延べなどの劣後債固有の
リスクを勘案しつつ、利回り妙味のある銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しました。

ポートフォリオについて （2022. 3. 23 ～ 2023. 3. 22）

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

ベンチマークとの差異について

主として日本企業が発行する円建ての社債（劣後債を含みます。）に投資することにより、安定し
た収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。組み入れた債券については、各債
券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とします。
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当作成期は、信託財産の成長を考慮し、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■収益分配金の計算過程
計算期間末における経費控除後の配当等収益が38, 591, 082円であり、純資産額の元本超過額が
ないため、経費控除後の配当等収益38, 591, 082円（ 1万口当り89. 38円）が分配対象額となりま
すが、上記の理由により、分配を行っておりません。

分配金について

今後の運用方針

主として日本企業が発行する円建ての社債（劣後債を含みます。）に投資することにより、安定し
た収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。組み入れた債券については、各債
券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とします。
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1万口当りの費用の明細

項　　　目
当　期

（2022. 3. 23～2023. 3. 22） 項　　目　　の　　概　　要
金　額 比　率

信 託 報 酬  49円 0. 495％
信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
　　　　　当作成期中の平均基準価額は9, 947円です。

（投 信 会 社）  （23） （0. 234）
投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価
額の計算、法定書面等の作成等の対価

（販 売 会 社）  （23） （0. 234）
販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの
管理、購入後の情報提供等の対価

（受 託 会 社）  （3） （0. 027） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料  ― ―
売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税  ― ―
有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用  1   0. 005  その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数

（監 査 費 用）  （1） （0. 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合　　　　 計  50   0. 500  

（注 1）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法によ
り算出した結果です。

（注 2）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3）各比率は 1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3位未満を四捨五

入してあります。
（注 4）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払っ

た金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、
各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
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参考情報
■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1口当り）
を乗じた数で除した総経費率（年率）は0. 50％です。

（注 1） 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3）各比率は、年率換算した値です。

総経費率
0. 50％

運用管理費用
（投信会社）
0. 23％

運用管理費用
（販売会社）
0. 23％

運用管理費用
（受託会社）
0. 03％

その他費用
0. 01％

3441_20230322_交_鈴_S.indb   3 2023/04/28   11:02:55
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 ■利害関係人との取引状況等
当作成期中における利害関係人との取引はありません。

 ■売買および取引の状況
公　 社 　債

2022年 3 月23日から2023年 3 月22日まで
買　付　額 売　付　額

国 

内

千円 千円

社債券 ― 101, 149 
（ ―） 

（注 1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 2）（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注 3）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注 4）単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公　 社 　債

（2022年 3 月23日から2023年 3 月22日まで）
当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

買　　　　　　　　　　　付 売　　　　　　　　　　　付
銘　　　　　　柄 金 額 銘　　　　　　柄 金 額

千円 千円
1 ドンキホーテHD 劣 FR - fl oating - 2053/11/28 101, 149 

（注 1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注 2）単位未満は切捨て。

 ■組入資産明細表
 （1）国内（邦貨建）公社債（種類別）

作　　成　　期 当　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　　　　　　　　末

区　　　分 額　面　金　額 評　価　額 組入比率
うちＢＢ格
以 下 組 入
比 率

残 存 期 間 別 組 入 比 率
5年以上 2年以上 2年未満

千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％
普通社債券 4, 300, 000 4, 254, 532 99. 4 ― 99. 4 ― ― 

（注 1）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注 2）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注 3）評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
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 （2）国内（邦貨建）公社債（銘柄別）
当　　　　　　　　　　　　　　　期　　　　　　　　　　　　　　　末

区　　　分 銘　　　　　柄 年 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％ 千円 千円

普通社債券 3A 明治安田劣後 FR 1. 1100 200, 000 200, 255 2047/11/06 
1 大日本住友劣 FR 1. 3900 100, 000 97, 524 2050/09/09 
1 ドンキホーテHD 劣 FR 1. 4900 100, 000 100, 487 2053/11/28 
2 ヒユーリツク劣後 FR 1. 2800 200, 000 201, 208 2055/07/02 
1 ニプロ 劣後 FR 1. 6000 300, 000 299, 802 2055/09/28 
4 楽天 劣後 FR 1. 8100 200, 000 187, 660 2055/11/04 
4 ソフトバンクG劣後 FR 3. 0000 400, 000 392, 568 2056/02/04 
1 商船三井劣後 FR 1. 6000 100, 000 100, 576 2056/04/27 
5 楽天 劣後 FR 2. 4800 100, 000 88, 867 2057/11/04 
4A 富国生命劣後 FR 1. 0800 200, 000 198, 313 2077/09/13 
2 東京センチユリー劣 FR 1. 3800 300, 000 301, 447 2080/07/30 
1アサヒグループHD劣 FR 0. 9700 300, 000 300, 291 2080/10/15 
2 九州電力劣後 FR 1. 0900 300, 000 291, 638 2080/10/15 
1 丸紅 劣後 FR 0. 8200 300, 000 298, 058 2081/03/04 
3 オリツクス 劣後 FR 0. 8300 300, 000 297, 602 2081/03/16 
5 三井住友トラ劣 FR 1. 2800 300, 000 300, 587 永久債   
12みずほ FG劣後 FR 0. 9370 400, 000 395, 986 永久債   
2 野村 HD劣後 FR 1. 8000 200, 000 201, 657 永久債   

合　　　計 
銘 柄 数 18銘柄 
金　　 額 4, 300, 000 4, 254, 532 

（注）単位未満は切捨て。

 ■投資信託財産の構成
2023年 3 月22日現在

項　　　　　目 当　　　期　　　末
評　価　額 比　　 率

千円 ％
公社債 4, 254, 532 99. 2 
コール・ローン等、その他 35, 671 0. 8 
投資信託財産総額 4, 290, 203 100. 0 
（注）評価額の単位未満は切捨て。

 ■資産、負債、元本および基準価額の状況
2023年 3 月22日現在

項　　　　　目 当　　期　　末
（Ａ）資産 4, 290, 203, 896円

コール・ローン等 20, 812, 012  
公社債（評価額） 4, 254, 532, 400  
未収利息 14, 859, 484  

（Ｂ）負債 10, 606, 800  
未払信託報酬 10, 489, 213  
その他未払費用 117, 587  

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 4, 279, 597, 096  
元本 4, 317, 458, 439  
次期繰越損益金 △  37, 861, 343  

（Ｄ）受益権総口数 4, 317, 458, 439口
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 9, 912円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は9, 912円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は37, 861, 343円です。
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 ■損益の状況
当期  自 2022年 3 月23日  至 2023年 3 月22日

項　　　　　目 当　　　　期
（Ａ）配当等収益 61, 201, 661円

受取利息 61, 225, 178  
支払利息 △  23, 517  

（Ｂ）有価証券売買損益 △  1, 092, 000  
売買損 △  1, 092, 000  

（Ｃ）有価証券評価差損益 △  88, 184, 800  
（Ｄ）信託報酬等 △  21, 890, 877  
（Ｅ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） △  49, 966, 016  
（Ｆ）前期繰越損益金 10, 535, 491  
（Ｇ）解約差損益金 1, 569, 182  
（Ｈ）合計（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） △  37, 861, 343  

次期繰越損益金（Ｈ） △  37, 861, 343  
（注 1）有価証券評価差損益は、有価証券の期末の評価損益と期首との差額です。
（注 2） 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりま

す。
（注 3） 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を

下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注 4） 収益分配金の計算過程は 5ページをご参照ください。
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